
 

- 77 - 

 

議案 第１ ５号  

 

 

 

 

 

安中 市道 路構 造条 例の 一部 を改 正す る条 例に つい て  

 

 

 

安中 市道 路構 造条 例を 次の よう に改 正す る。  

 

 

 

 

 

  令和 ８年 ２月 ２５ 日提 出  

 

 

 

安中 市長  岩  井   均  

 

 

 



 

- 78 - 

 

安中市道路構造条例の一部を改正する条例 

 安中市道路構造条例（平成２４年安中市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中第７号を第８号とし、第３号から第６号までを１号ずつ繰り下げ、第

２号の次に次の１号を加える。 

（３） 自転車通行帯 

第４条第５項中「の車道」の次に「（自転車通行帯を除く。）」を加える。 

第６条第２項中「副道」の次に「（自転車通行帯を除く。）」を加える。 

第９条第１項中「第３種」の次に「（第４級及び第５級を除く。次項において同

じ。）」を、「第４種」の次に「（第３級及び第４級を除く。同項において同じ。）」

を加え、同条の次に次の１条を加える。 

（自転車通行帯） 

第９条の２ 自動車及び自転車の交通量が多い第３種又は第４種の道路（自転車道を設

ける道路を除く。）には、車道の左端寄り（停車帯を設ける道路にあっては、停車帯

の右側。次項において同じ。）に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の

状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４種の道路又は自動車及び歩行者の交通量

が多い第３種若しくは第４種の道路（自転車道を設ける道路及び前項に規定する道路

を除く。）には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要が

ある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

３ 自転車通行帯の幅員は、１．５メートル以上とするものとする。ただし、地形の状

況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、１メートルまで縮小する

ことができる。 

４ 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとす

る。 

第１０条第１項中「自転車道」の次に「又は自転車通行帯」を加える。 

第１１条第１項中「自転車道」の次に「若しくは自転車通行帯」を加える。 

第３２条第３号中「車道」の次に「（自転車通行帯を除く。）」を加える。 
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第３３条中第９号を第１０号とし、第２号から第８号までを１号ずつ繰り下げ、第１

号の次に次の１号を加える。 

（２） 自動運行補助施設 

第４１条中「第９条第３項」の次に「、第９条の２第３項」を加える。 

本則に次の１条を加える。 

（歩行者利便増進道路） 

第４４条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩行者道又は歩行者利

便増進道路である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路には、歩行者の滞留

の用に供する部分を設けるものとする。 

２ 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導す

る必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する場所を確保するものとする。

この場合において、必要があると認めるときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩

行者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設を設けるものとする。 

３ 歩行者利便増進道路（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平

成１８年法律第９１号）第１０条第１項に規定する新設特定道路を除く。）は、安中

市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例（平成２５年安

中市条例第１０号）で定める基準に適合する構造とするものとする。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


